


雇用(第11条)

雇用の分野における女性差別を撤廃し,次のような権利を保障する

ため,措置かとられるべきである。

一労働の権利。

一男性と同一の雇用機会についての権利。

一職業を自由に選択する権利。昇進,雇用の保障,勤務にかかわる

すへての手当ておよひ条件についての権利。職業訓練と実習。高

度職業訓練およひ定期訓練を含む再訓練についての権利。

一同一価値の労働についての同一報酬(諸手当を含む)およひ労働

の質の評価についての取り扱いの平等。

一社会保障の権利。

一労働条件にかかわる健康の保護および安全についての権利。

締約国は,結婚または母性を理由とする女性差別を防止するため,

次のような適切な措置をとる。

一妊娠,母性休暇または婚姻を理由とする解雇の禁止。

一給料またはこれに準する社会的給付を伴い,かつ現職,先任順位

または社会的手当てを失うことなく母性休暇を導入する。

一親か家庭の義務と労働の責任を両立させることを可能にするため,

社会サーヒス,特に保育施設の提供を奨励する。

一妊娠中の女性に有害であることか証明されている業務においては,

女性に特別の保護を与える。

この項て述へた保護立法は,最新の知識に照らして定期的に検討さ

れ,修正を加えられるべきである。

健康(第12条)

家族計画を含む保健サービスへの平等な機会を女性に保障し,保健

の分野における差別を撤廃するため,措置かとられるへきである。

妊娠,出産,産後期の女性に対し,必要な場合には無料で,適切

な便宜か供与されるべきである。同時に妊娠中及び授乳期間中には,

適当な栄養を供給する。

経済的、社会的給付(第13条)

女性は,男性との平等を基礎として,次のような権利を有する。

一家族手当についての権利。

銀行貸し付け,抵当その他の形態の金融上の信用についての権利。

一レクリエーション活動,スポーツおよびあらゆる面で文化的生活

に参加する権利。

農村女性(第14条)

農村地域の女性に特有の問題および農村女性か家族の生活のために

経済的に果している無報酬の労働を含めた特別の役割について,考慮

か払われなけれはならない。このため,以下の権利か要求される。

一あらゆる段階の開発計画の作成および実施に参加する権利。

一家族計画の情報,カウンセリング,便宜を含む適当な保健施設を

利用する権利。

一社会保障計画から直接に利益を受ける権利。

一技術的熟練の増進を含むあらゆる形態の訓練およひ教育を受ける

権利。

一収入を生み出すために,自立グループや共同組合を組識する権利。

一あらゆる地域活動に参加する権利。

一信用およひ貸し付け,市場施設,適正な技術,土地と農地の改革,

並びに土地の再定住計画における平等な待遇に対する機会を得る

権利。

一特に住居,衛生,電力および水の供給,交通と通信に関し,適切

な生活条件を享受する権利。

法律(第15条)

次のような領域で,女性は,法の前に男性と平等である。

男性と同一の法的能力および契約の締結,財産の管理,裁判手続

きに関してその法的能力を行使する同一の機会

女性の法的能力を制限するあらゆる契約およびその他の私的文書

は無効と宣言される。

一女性は自由に移動し,その居住および住所を自由に選択すること

かできる。

婚姻と家族(第16条)

女性は結婚およひ家族関係に関し,特に次の事項について,男性と

同等の権利と責任を有する。

一結婚する権利。

一配偶者を選ふ権利。

一結婚期間および結婚を解消する際の同一の権利と責任。

結婚しているか否かを問わす,親として同一の権利と責任。

一子の数およひ間隔を自由に選択し,この権利の行使を可能にする

情報,およひ手段を得る機会。

児童の保護,後見,信託およひ養子縁組に関する権利と責任。

一一家族の姓およひ職業選択の権利を含む,夫と同等の個人的権利。

一財産の所有,取得,運用,管理,享受および処分に関する同一の

権利。

結婚のための最低年齢か定められ,公の登録所への結婚登録か義務

づけられる。

女子の差別撤廃委員会(第17条-22条)

締約国か条約のもとに引き受ける義務は,国か条約を批准した後で

きる限り速やかに一国によっては批准と施行の間に準備期間を設け

るか一実施されるへきことを意図している。この条約の実施によっ

てもたらされた歩みを検討するために,この条約の効力発生(1982年

4月16日)の後,「女子の差別撤廃委員会」((Cmmlttee on the Eli-

mination of Discrimination Against Women-CEDAW)か設置

された。締約国は,高潔,かつ条約の対象とする分野に能力を有する

23人の専門家を選出する。この専門家は締約国の政府により指名さ

れるか,個人の資格で職務を行う。委員会の委員は4年の任期で選出

され,役員は2年の任期で選出される。

締約国は,少なくとも4年ことに,この条約の規定を実施するため

にとった措置について委員会に報告することを約束する。委員会は毎

年,締約国から得た情報にもとつき,締約国の進歩を検討するため,

2週間を会期として会合を開く。

条約の運営(第23条-30条)

この条約の運営の詳細は,条約第23-30条に述へられている。

人権とは一?

人権とは,人々か知性や良心の資質を完全に発達させ,精神的な要

求を満たし,健康かつ幸福であるにふさわしい生活水準を享受し得る

生活の条件を意味するもので市民的,政治的,経済的,社会的,そし

て文化的なすべての条件を含む。

人権は,すへての人かその尊厳と価値を尊重,擁護されて生活を営

むべきである,という信念にもとついている。

人権は,男、女,児童といったあらゆる人の日常生活に影響を及ほ

している。

社会の長い発達の過程て,何世紀もかけて成熟してきた市民的,政

冶的なものと呼はれる伝統的な権利かある。そして,もっと後になっ

て認められた,経済,社会,文化的な諸権利かある。しかし,これら

のすへてか人権であり,互いに切りはなすことはできない。

市民的,政治的な権利とは一?

市民的,政冶的な権利は,個人の生命,自由,安全にかかわってい

る。人は隷属させられてはならす,人道に反し品位をおとしめる方法

や拷問によって罰せられてはならない。あらゆる人は,法の前に平等

である。何人も不当に逮捕され,追放されてはならない。もし犯罪を

告発されれは,あらゆる人か公平な事情聴取を受ける資格を有し,有

罪か証明されるまでは無実とみなされねはならない。

個人生活,家族,家庭,通信の自由は恣意的な干渉から保護されな

ければならない。

迫害を受けた場合には,あらゆる人にとって他国に庇護を求めるこ

とか可能てあるへきてある。あらゆる人は,国籍についての権利を有

する。あらゆる人は結婚し,家庭をつくることかでき,家族は保護さ

れる資格を与えられるへきである。あらゆる人は,財産を所有する権

利を有する。

市民的,政治的な権利はまた,基本的自由一思想,良心,信教の

自由,表現の自由,平和的集会に参加し,例えば労働組合に関係する

といった集会,結社の自由一を含んでいる。

あらゆる人は,選挙や公職につく平等の機会を通じて,自国の政府

に参加する権利を享受すへきである。

経済的,社会的および文化的な権利とは一?

これらの諸権利は,労働の権利,職業を自由に選択する権利,公正

かっ有利な労働条件を求める権利,失業に対して保護される権利を含

む。

あらゆる男女は,同一の労働について同一の報酬を受ける権利を有

する。

すへての人は,休息と余暇の権利を有する。

適切な生活水準および十分な食糧,衣服,住居に対する手段,医療,
社会サービス並びに社会保障は,また別の基本的な人権である。

母親と児童は,特別の配慮と援助を受ける資格かある。

あらゆる人は,教育を受ける権利およひ地域の文化生活に参加する

権利を持つへきである。

それが私達の権利だと,誰が言うのか?

人権という概念は,何世紀もの長い年月をかけて発達してきており,

多くの国々で,その法令,憲法,民法に組み入れられている。国連は,

国連憲章と世界人権宣言にその尊重をうたい,多くの条約と宣言でそ

れを再確認してきた。

締約国とは一?

条約を批准するか,または加入した国のことである。

条約を批准または加入するとは一?

「条約法に関するウイーン条約」第2条によれば,批准と加入は,

それぞれ,国際的な段階で,国家かそれによって条約に拘束されるこ

とに同意する証しの行為である。

条約の署名国とは一?

条約の内容に賛同し,国内法をそれに適合させる意図を持つ国のこ

とである。しかし,条約に署名した国が,必らずしもその規定を実施

する必要はない。
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個人の行動のための提案

一人一人の女性が,条約に盛られた自分の権利を,理解すべきであ

る。ひとたび理解すれは,女性はその権利を自分自身および他の女性

のたあに推進できるだろう。たとえば,もし自国の政府かこの条約を

批准,または加入していないとしたら,それを促すことかできよう。

女性が最も影響力をもつ地域社会で活動することもできる。もし条約

に数え上けられている権利か尊重されていないならば,自分自身でま

たは女性のグループと共に行動することで,その状況を改善するよう

努力することができるたろう。

私達はまた,学校で女性の権利について教えるよう,また地域の新

聞や雑誌で女性について書くように促すこともできる。

女性の権利の推進は,女たちかさまさまの民間組織を通して働きか

ければ,より大きな効果を期待できる。

地域社会と国の責任は別として,一人一人の女性は,国連か女性の

権利を向上させるために活動していることを理解し,その活動を他の

人に知らせることかできよう。

女性の権利についての共通の基準が全世界に認められるまでは,女

性は社会のすべての分野で,すへての段階で,男性と真に平等ではあ

り得ないだろう。そして女性か男性との平等を手にしない限り,社会

の発展に完全に参加し,平和という重要な,世界の目標を達成するこ

とはできない。
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